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平成29年度 保険料率に関する論点等について 
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【平成28年度の協会けんぽの都道府県単位保険料率】

・協会けんぽでは、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を反映した都道府県単位保険料率を設定。

・全国平均は10.0%。最高は佐賀の10.33%、最低は新潟の9.79%。千葉支部は9.93％。

・激変緩和措置により、全国平均保険料率との乖離幅を10分の4.4に調整している。

全国平均

10.0％
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平成29年度保険料率に関する論点 

１．平均保険料率 

 29年度の平均保険料率についてどのように考えるか。 

○ ５年収支見通し（28年９月試算）において、今後の協会における医療費の伸びをどのように考えるか。 
    
○ ５年収支見通し等を踏まえ、29年度及びその後の平均保険料率のあるべき水準についてどのように考えるか。 
 
※ 前回（９月15日）の運営委員会では、 
  ・ 依然として残る協会財政の脆弱性、賃金や加入者数の動向などの不確定要素が多いことを理由に、平均保険料

率の10％は維持すべき 
  ・ 平均保険料率の10％が負担の限界水準であり、ぜひとも10％を死守していただきたい 
  ・ 一度平均保険料率を引き下げたとしても複数年度は法定準備金を上回る水準を維持できるため、一旦平均保険

料率を引き下げることも選択肢の一つ 
  などの意見があった。 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 

 都道府県単位保険料率を考える上で、29年度の激変緩和措置についてどのように考えるか。 

○ 平成32年３月31日までとされている激変緩和措置の期限を踏まえ、29年度の激変緩和率についてどのように考える
か。 

 
   ※ 28年度の激変緩和率は4.4／10。当該期限までに均等に引き上げていく場合の毎年の激変緩和率は、

1.4/10ずつの引上げ。 

３．保険料率の変更時期 

 保険料率の変更時期は、29年４月納付分からでよいか。 
3 



 当委員会は、本年９月から計５回にわたり、平成２８年度保険料率の議論を行ってきた。この議論の中では、下記のような意見となった。 
・ ４月納付分からの変更については異論がなかった。 
・ 平均保険料率については、維持と引下げの意見に分かれた。 
・ 激変緩和率については、現行の激変緩和措置の期限を前提として、平均保険料率維持の意見の下では均等引上げに異論がない一方
で、平均保険料率引下げの意見の下では当面ゆるやかな引上げと均等引上げに分かれた。 

 
 理事長におかれては、これまでの当委員会における議論も踏まえた上で、平成２８年度の平均保険料率の設定を適切に行うとともに、平
成２８年度の激変緩和率に係る厚生労働省に対する必要な要請を行うこととしていただきたい。 
 
 なお、平均保険料率についての維持と引下げの意見の理由は、以下のとおりである。 
 
引下げ： 
 ・ 中小企業の経営状況は依然として改善しておらず、引き下げられるときには引き下げるべきである。 
 ・ 加入者や事業主に対して、下げられるときには保険料率を下げるというメッセージを送ることが重要である。 
 ・ 引き上げる必要があるときは引き上げることについての理解を得た上で、単年度の収支が均衡するよう、引き下げられるときは引き下げる
べきである。 

 
維持： 
 ・ 協会財政の赤字構造は変わっておらず、また医療費の動向等について不確定な要素が多い。さらに加入者一人当たり医療費及び平
均標準報酬月額の対前年度比の推移（実績）をみると、例えばここ３ヶ年では、平成２５年度は１.６％に対し０.３％、平成２６
年度は１.９％に対し０.７％、平成２７年４月～８月は２.９％に対し０.９％となっており、いずれも医療費の伸びが平均標準報酬
月額の伸びを上回っている。このような視点から、長い期間にわたって安定的な保険料率で運営していくことが必要である。 

 ・ 協会けんぽは財政の不安定性を常に内在していることや、２２年度から３年連続で引き上げ、それ以降続いている現行の１０％という
料率はすでに負担の限界であり、平均保険料率１０％を維持し、中長期的に安定的な運営ができる水準にしたほうがよい。 

 ・ 現行の１０％という保険料率はすでに負担の限界であり、これを超えないような運営をしていくべきである。 
 ・ 保険料率を引き上げることは容易にはできないため、現在の収支がよいからという理由で引き下げることには慎重であるべきである。 

運営委員会から理事長に提出された意見（27年12月25日） （抄） 

（参考）28年度保険料率の決定に係る議論 
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（理事長） ～（略）～このような協会設立以来の全体の議論や状況を踏まえれば、中長期的に安定的な保険財政運

営を見通せるとともに、加入者や事業主の皆様、さらには国民にその理由をご理解いただける都道府県単位保険

料率とすること、可能な限り長期にわたって、負担の限界である、平均保険料率10％を超えないようにすること、激

変緩和率については、昨年の運営委員会でもご指摘いただきましたように、その拡大に関する長期の計画を踏まえ

ることを重視する必要があると考えております。 

        このほか、判断に当たっては、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る財政構造の脆弱性が、依然として解消して

いないことに加え、協会けんぽに加入いただいている事業所の経営状況、さらには経済全体の動向を踏まえる必要

があり、私どもといたしましては、今後の被保険者の方の賃金上昇率や被保険者数の増加については、慎重に見込

んでいく必要があると考えております。 

        こうした観点から、私といたしましては、来年度の保険料率につきましては、平均保険料率10％を維持したいと考

えております。また、激変緩和率については、10分の1.4の引き上げを、厚生労働省に要望したいと思っております。 

 

第72回全国健康保険協会運営委員会（27年12月25日）議事録（抄） 
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（参考）  今後１０年間（平成３７年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

医療費の前提：従来ケース 

① 賃金上昇率：低成長ケース※×０．５  ② 賃金上昇率：平成３０年度以降 ０％ 

 協会けんぽ（医療）の収支見通し（平成２８年９月試算）の前提に基づき、平成２９年度以降の平均保険料率を１０．０％、９．９％、９．８％、
９．７％、９．６％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（平成３７年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残高と法定準備
金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：低成長ケース×０．５」では平成３２年度をピークに、②の「賃金上昇率：平成３０年度
以降０％のケース」では平成３０年度をピークに減少し始め、平成２９年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、 ①の「賃金上昇率：低成長ケース×０．５」では平均保険料率を平成２９年度以降９．９％とした場合には平成３７年度に
は１ヵ月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３０年度以降０％のケース」では平均保険料率１０％維持の場合でも平成３４年度には１ヵ月分を割り込む。 

・・・平成２５年度から平成２７年度までの３ヶ年の実績を勘案したケース（平成２７年度の高額新薬の影響を含む） 

※ 低成長ケースは、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算（平成２６年１月２０日）の参考ケースに準拠する経済前提であり、厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し（平成２６年財政検証結果）」
（平成２６年６月）における低成長ケース（ケースＦ～Ｈ）にも用いられているものである。 この場合の①の賃金上昇率は平成３０年度：１．４％、平成３１年度：１．３５％、平成３２年度：１．３％、平成３３年度：１．２５％、平成３４
～３５年度：１．３５％であり、平成３６年度以降はケースＨを用いて０．６５％としている。 6 



医療費の前提：追加ケース１ 

① 賃金上昇率：低成長ケース※×０．５ ② 賃金上昇率：平成３０年度以降 ０％ 

・・・平成２７年度の実績から高額新薬の影響を除いた上で、平成２５年度から平成２７年度までの３ヶ年の実績を勘案したケース 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：低成長ケース×０．５」では平成３４年度をピークに、②の「賃金上昇率：平成３０年度
以降０％のケース」では平成３１年度をピークに減少し始め、平成２９年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、 ①の「賃金上昇率：低成長ケース×０．５」では平均保険料率を平成２９年度以降９．８％とした場合には平成３７年度に
は１ヵ月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３０年度以降０％のケース」では平均保険料率１０％維持の場合でも平成３５年度には１ヵ月分を割り込む。 

※ 低成長ケースは、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算（平成２６年１月２０日）の参考ケースに準拠する経済前提であり、厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し（平成２６年財政検証結果）」
（平成２６年６月）における低成長ケース（ケースＦ～Ｈ）にも用いられているものである。 この場合の①の賃金上昇率は平成３０年度：１．４％、平成３１年度：１．３５％、平成３２年度：１．３％、平成３３年度：１．２５％、平成３４
～３５年度：１．３５％であり、平成３６年度以降はケースＨを用いて０．６５％としている。 
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都道府県単位保険料率の精算について 

精 算 の 内 容 

★２年度前の支部別収支（見込みと実績の差分）に係る精算 

都道府県単位保険料率は、２年度前の医療給付費等の実績をもとに、当該年度の医療
給付費等を見込みとして推計し算定している。そのため、２年後に、見込みと実績の
差分を精算している。 

平成29年度都道府県単位保険料率を算定する際は、平成27年度の支部別収支に
係る精算（見込みと実績の差分に係る精算）を行うこととなる。 
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（百万円）

保険料収入    医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）（注３）

一般分
医療給付費

（国庫補助

  を除く）

年齢調整額 所得調整額 激変緩和 全国平均分 地域差分

変更月前 変更月以後 （A)－（B)
医療給付費
（国庫補助を除く）

（A)

震災特例分

（国庫補助を除く）

（B)

変更月前 変更月以後

全 国 計 8,046,096 8,042,623 588,567 7,454,056 13,848 8,059,944 4,241,576 4,241,576 4,243,133 1,557 0 0 0 0 0 377,084 3,039,408 102,176 30,570 23,776 200,052 0 87 8,014,730 45,214 45,214 0

1 北 海 道 358,935 358,782 25,878 332,904 609 359,544 190,826 224,550 224,550 0 ▲8,891 ▲14,830 ▲10,004 ▲889 ▲9,115 16,591 133,719 4,495 1,345 1,046 8,955 ▲136 0 356,840 2,704 1,991 713

2 青 森 79,986 79,951 5,863 74,088 138 80,124 42,121 50,362 50,362 0 ▲922 ▲7,607 288 30 258 3,755 30,270 1,018 304 237 2,007 ▲115 0 79,598 526 450 76

3 岩 手 80,736 80,701 5,924 74,777 139 80,875 42,062 47,380 47,380 0 ▲1,639 ▲5,198 1,519 133 1,386 3,796 30,599 1,029 308 239 2,035 128 0 80,195 680 455 225

4 宮 城 147,954 147,890 10,871 137,019 256 148,210 78,158 83,053 83,053 0 ▲1,214 ▲4,020 339 279 61 6,959 56,091 1,886 564 439 3,607 ▲460 5 147,249 961 834 126

5 秋 田 62,696 62,669 4,632 58,038 107 62,803 33,288 42,899 42,899 0 ▲2,852 ▲5,761 ▲999 ▲32 ▲967 2,922 23,550 792 237 184 1,601 42 3 62,618 185 350 ▲165

6 山 形 76,882 76,849 5,668 71,181 133 77,015 40,528 45,432 45,432 0 ▲1,323 ▲3,884 304 61 243 3,614 29,132 979 293 228 1,956 79 0 76,811 204 433 ▲229

7 福 島 136,257 136,198 10,039 126,160 236 136,494 71,525 72,319 73,877 1,557 ▲470 ▲2,392 2,067 277 1,790 6,435 51,870 1,744 522 406 3,338 ▲339 3 135,503 990 771 219

8 茨 城 142,143 142,082 10,477 131,605 247 142,390 74,641 69,835 69,835 0 788 1,898 2,120 225 1,895 6,715 54,124 1,820 544 423 3,555 4 0 141,825 565 805 ▲240

9 栃 木 109,919 109,871 8,149 101,722 190 110,109 57,801 56,456 56,456 0 53 267 1,025 64 960 5,177 41,733 1,403 420 326 2,771 24 0 109,655 454 620 ▲166

10 群 馬 125,620 125,565 9,372 116,193 218 125,838 66,137 66,229 66,229 0 ▲592 ▲930 1,430 125 1,305 5,933 47,828 1,608 481 374 3,162 ▲65 0 125,460 378 710 ▲332

11 埼 玉 265,352 265,237 19,507 245,730 460 265,812 139,067 129,247 129,247 0 490 5,080 4,250 375 3,875 12,522 100,934 3,393 1,015 790 6,402 142 0 264,267 1,545 1,501 44

12 千 葉 184,536 184,456 13,565 170,891 319 184,855 96,614 91,352 91,352 0 ▲1,178 4,092 2,348 235 2,113 8,677 69,940 2,351 704 547 4,428 532 0 183,793 1,062 1,040 22

13 東 京 1,040,394 1,039,944 76,708 963,236 1,796 1,042,191 546,163 450,148 450,148 0 4,839 81,884 9,293 649 8,644 48,904 394,197 13,253 3,965 3,084 24,910 266 23 1,034,764 7,426 5,860 1,567

14 神 奈 川 337,683 337,537 24,818 312,719 582 338,265 177,432 157,397 157,397 0 ▲272 18,099 2,209 166 2,043 15,857 127,814 4,297 1,286 1,000 8,054 99 0 335,838 2,427 1,901 526

15 新 潟 165,923 165,850 12,101 153,749 289 166,212 86,141 87,533 87,533 0 ▲2,062 ▲5,331 6,002 363 5,640 7,884 63,543 2,136 639 497 4,273 ▲136 1 164,979 1,233 946 288

16 富 山 91,949 91,909 6,495 85,414 159 92,109 48,021 44,662 44,662 0 ▲669 1,942 2,085 125 1,960 4,347 35,034 1,177 352 274 2,306 6 0 91,518 590 523 68

17 石 川 95,246 95,205 6,861 88,344 164 95,410 50,332 50,489 50,489 0 ▲182 247 ▲223 ▲72 ▲152 4,467 35,999 1,210 362 282 2,378 ▲137 0 94,892 518 536 ▲18

18 福 井 62,409 62,382 4,612 57,770 108 62,517 33,012 33,525 33,525 0 ▲633 ▲104 224 1 223 2,943 23,725 798 239 186 1,623 ▲231 0 62,294 223 353 ▲130

19 山 梨 51,549 51,527 3,807 47,720 89 51,638 27,259 28,442 28,442 0 ▲466 ▲791 75 46 29 2,426 19,555 657 197 153 1,302 111 1 51,660 ▲22 291 ▲312

20 長 野 133,744 133,686 9,828 123,857 232 133,976 69,431 68,179 68,179 0 ▲817 ▲2,083 4,152 387 3,766 6,328 51,005 1,715 513 399 3,381 673 0 133,444 532 758 ▲226

21 岐 阜 157,304 157,236 11,303 145,933 271 157,575 82,656 81,739 81,739 0 423 ▲504 999 41 958 7,386 59,527 2,001 599 466 3,960 46 0 156,640 935 887 49

22 静 岡 218,953 218,858 16,285 202,573 380 219,333 114,164 106,520 106,520 0 ▲1,494 3,960 5,178 343 4,835 10,344 83,382 2,803 839 652 5,603 363 1 218,152 1,181 1,239 ▲58

23 愛 知 546,603 546,367 39,583 506,783 943 547,547 286,833 252,704 252,704 0 9,127 19,884 5,118 257 4,861 25,693 207,078 6,961 2,082 1,620 13,639 320 20 544,246 3,301 3,083 218

24 三 重 108,053 108,006 8,094 99,911 187 108,240 56,762 54,244 54,244 0 442 791 1,286 112 1,174 5,094 41,068 1,381 413 321 2,770 26 0 107,836 404 610 ▲206

25 滋 賀 73,737 73,705 5,399 68,305 128 73,864 38,755 38,136 38,136 0 331 ▲512 801 34 767 3,476 28,015 942 282 219 1,898 ▲55 1 73,533 332 417 ▲85

26 京 都 190,184 190,102 13,769 176,333 327 190,511 99,974 97,626 97,626 0 414 1,668 265 56 209 8,897 71,714 2,411 721 561 4,858 371 0 189,507 1,004 1,067 ▲63

27 大 阪 716,160 715,853 52,751 663,102 1,228 717,388 380,444 372,770 372,770 0 7,477 10,851 ▲10,654 ▲843 ▲9,811 33,424 269,412 9,057 2,710 2,108 17,724 ▲1,248 11 713,642 3,746 4,006 ▲259

28 兵 庫 316,348 316,212 22,881 293,331 542 316,890 166,986 166,887 166,887 0 1,296 794 ▲1,991 ▲104 ▲1,888 14,770 119,048 4,002 1,197 931 7,992 490 0 315,418 1,472 1,772 ▲300

29 奈 良 62,657 62,630 4,621 58,009 108 62,765 33,068 35,992 35,992 0 ▲299 ▲2,662 37 ▲17 54 2,941 23,709 797 238 185 1,589 ▲118 0 62,410 355 353 3

30 和 歌 山 58,165 58,140 4,278 53,862 100 58,265 30,822 33,456 33,456 0 321 ▲2,760 ▲195 ▲38 ▲156 2,733 22,029 741 222 172 1,505 ▲104 0 58,119 147 328 ▲181

31 鳥 取 38,856 38,839 2,896 35,943 67 38,923 20,498 23,448 23,448 0 ▲355 ▲2,747 152 10 142 1,828 14,736 495 148 115 992 ▲11 3 38,804 119 219 ▲100

32 島 根 50,749 50,727 3,788 46,939 87 50,836 26,798 31,064 31,064 0 ▲1,036 ▲2,773 ▲457 ▲20 ▲437 2,365 19,067 641 192 149 1,329 138 0 50,680 156 283 ▲127

33 岡 山 150,652 150,587 10,894 139,693 257 150,909 79,849 84,102 84,102 0 800 ▲2,372 ▲2,680 ▲238 ▲2,442 6,999 56,408 1,896 567 441 3,835 199 0 150,194 715 840 ▲125

34 広 島 224,587 224,490 16,359 208,131 385 224,972 118,569 121,601 121,601 0 393 ▲2,142 ▲1,283 ▲159 ▲1,124 10,493 84,578 2,843 851 662 5,605 ▲45 13 223,569 1,403 1,259 145

35 山 口 93,623 93,583 6,657 86,925 160 93,782 49,469 53,435 53,435 0 ▲1,488 ▲1,094 ▲1,384 ▲125 ▲1,259 4,346 35,027 1,177 352 274 2,319 236 0 93,200 583 522 61

36 徳 島 54,638 54,614 3,907 50,707 93 54,731 29,017 32,736 32,736 0 ▲533 ▲2,001 ▲1,185 ▲114 ▲1,071 2,535 20,434 687 205 160 1,374 16 0 54,429 301 305 ▲3

37 香 川 80,173 80,138 5,811 74,327 136 80,309 42,730 47,185 47,185 0 ▲321 ▲1,946 ▲2,187 ▲165 ▲2,022 3,717 29,957 1,007 301 234 1,996 37 0 79,980 329 446 ▲117

38 愛 媛 104,233 104,188 7,544 96,644 179 104,412 55,260 61,118 61,118 0 595 ▲5,328 ▲1,126 ▲34 ▲1,091 4,870 39,252 1,319 395 307 2,634 31 0 104,068 343 584 ▲241

39 高 知 51,682 51,660 3,766 47,894 89 51,771 27,519 31,168 31,168 0 ▲507 ▲2,177 ▲966 ▲59 ▲907 2,410 19,426 653 195 152 1,320 ▲15 2 51,662 109 289 ▲180

40 福 岡 379,499 379,337 27,598 351,739 647 380,146 202,012 221,743 221,743 0 1,043 ▲11,743 ▲9,032 ▲850 ▲8,182 17,622 142,033 4,774 1,428 1,111 9,507 ▲723 0 377,765 2,381 2,114 267

41 佐 賀 57,328 57,303 4,138 53,166 97 57,424 30,869 39,002 39,002 0 ▲685 ▲4,462 ▲2,987 ▲211 ▲2,776 2,632 21,216 713 213 166 1,432 83 0 57,324 100 316 ▲216

42 長 崎 88,161 88,123 6,432 81,691 151 88,312 46,986 56,157 56,157 0 ▲681 ▲6,524 ▲1,966 ▲110 ▲1,856 4,103 33,072 1,112 333 259 2,250 ▲3 0 88,110 201 492 ▲291

43 熊 本 119,854 119,802 8,733 111,069 204 120,058 63,529 74,128 74,128 0 118 ▲8,574 ▲2,144 ▲159 ▲1,985 5,567 44,875 1,509 451 351 2,941 34 0 119,258 800 668 133

44 大 分 81,432 81,397 5,877 75,521 140 81,572 43,420 51,502 51,502 0 ▲1,148 ▲5,423 ▲1,511 ▲105 ▲1,406 3,803 30,653 1,030 308 240 2,053 ▲276 0 81,232 340 457 ▲117

45 宮 崎 73,052 73,020 5,292 67,729 126 73,178 38,473 44,881 44,881 0 ▲56 ▲6,591 239 ▲16 255 3,430 27,641 929 278 216 1,868 ▲80 0 72,755 422 412 11

46 鹿 児 島 112,833 112,784 8,293 104,491 194 113,027 59,897 70,986 70,986 0 320 ▲10,134 ▲1,276 ▲62 ▲1,214 5,277 42,534 1,430 428 333 2,900 8 0 112,806 221 633 ▲412

47 沖 縄 86,669 86,631 6,445 80,186 150 86,818 45,658 57,758 57,758 0 3,515 ▲16,058 444 28 416 4,076 32,854 1,105 331 257 2,117 ▲209 0 86,189 629 488 141

（注）１．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは、調整額を受け取る支部、プラスは調整額を出す支部。

２．医療給付費は、東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う平成27年度の還付金等の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。

３．激変緩和は、変更月前の激変緩和率を2.5/10、変更月以後の激変緩和率を3.0/10として計算している。

４．保険料収入の一般分は、変更月前は26年度の保険料率、変更月以後は27年度の保険料率から計算している。

５．「平成25年度の収支差の精算」は、平成25年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算及び平成25年度の都道府県単位保険料率を凍結したことに伴う精算分を表す。

平成27年度の都道府県支部ごとの収支

一般管理費
（国庫負担

 を除く）

その他支出
平成25年度の

収支差の精算

特別計上分

（業務経費の

別掲）

計

収　　　入 支　　　出 収支差

その他収入
準備金
積立て

計 現金給付費等
（国庫補助等を除く）

前期高齢者

納付金等
（国庫補助を除く）

業務経費
（国庫補助

 を除く）

計
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平成28年度保険料率に関する千葉支部評議会としての意見 （参考） 
≪ 平成28年1月21日開催の第78回千葉支部評議会において取りまとめ ≫ 

平成28年度の千葉支部保険料率について 

 平成28年度の平均保険料率については10％に据え置く方針が示され、それにより千葉支部

の保険料率は9.93%に変更となるが、これは協会けんぽの財政を中長期的に安定させること

を考慮した結果である。また、協会けんぽには多くの国庫補助が投入されており、将来的に

は国庫補助20％という課題も残っていることから、今回の措置は妥当である。 

平成28年度の激変緩和措置について 

 平成28年度の激変緩和率を1.4／10引き上げて4.4／10とすることは、平成31年度末の期限を見据え

た措置であり妥当である。 

保険料率の変更時期について 

保険料率の変更時期については、4月納付分からとすることで異論はない。 

 ※ 千葉支部の保険料率 平成27年度 9.97％ → 平成28年度 9.93％ 
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28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度 

（
参
考
）
激
変
緩
和
措
置 

インセンティブ 
制度の枠組み 

決定 

30年度 
都道府県単位 
保険料率決定 

32年度 
都道府県単位 
保険料率決定 

30年度 
都道府県単位 
保険料率の精算 

30年度の 
支部実績評価 

試行的運用 

インセンティブ制度の実施スケジュールについて 

○ インセンティブ制度については、平成30年度の実績を32年度の都道府県単位保険料率（30 
 年度の都道府県単位保険料率の精算）に反映することを想定している。 

激変緩和措置（現時点で31年度末まで） 

32年度 
都道府県単位 
保険料率 

（インセンティブを
反映させた料率） 

支部における 
取組の実施 

本格運用 
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